
４ 事業に要する経費の負担

市町村が行う地籍調査事業の経費負担割合は次のとおりである。

区 分 国 道 市町村

負担割合 ５０％ ２５％ ２５％

純負担 特別交付税 純負担 特別交付税

５％ 25%×0.8=20% ５％ 25%×0.8=20%

特別交付税に関する省令（昭和５１年２月２４日付け自治省令第３５号）

により、市町村負担額の８／１０が財政需要額に算入され、毎年度１２月に

特別交付税として実施市町村に対し交付される。

これにより、地籍調査に要した経費で市町村が負担する金額は、上表のと

おり、補助対象事業費の５％となる。
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